
子ども氏名 生年月日 年 月  　　　日 年齢 歳児ｸﾗｽ

加点

加点

３

7

月間１００時間以上就労予定

月間６４時間以上就労予定

調整指数

※その他 35

　○調整指数区分８については、令和８年４月１日入所分の利用調整にのみ適用されます。

　○調整指数区分１～８については、世帯単位で該当する項目の指数を合算します。

本市の特定教育・保育施設、地域型保育事業、新制度未移行幼稚園、企業主導型保育事
業で保育に携わる者として就労

8

保育士等、本市放課
後児童支援員等とし
て就労中（採用予定

を含む）（※）

９

　○調整指数区分９については、保護者単位で該当する項目の指数を合算します。

そ
の
他

保護者、世帯又は子どもの状況から市長が特に「保育が必要である」と認める場合（児童虐待など特別
の支援を要する家庭）

別途、利用調整 　（※）区分７・９は、新規での入所申込みの調整時のみ加点する項目です。

　（※）本基準表に記載の年齢は全て令和８年４月１日を基準とします。

起業準備中である 8 8

5

10

10 10

8 8

特定教育・保育施設、地域型保育事業、新制度未移行幼稚園、企業主導型保育事業又は
本市の留守家庭児童会で保育に携わる者として就労時間が月１２０時間未満

3

基本指数

自宅外の就学先に通学している 12 12

職業訓練校に入校している 10 10

8 8

○基本指数区分１～８の内、（父）（母）それぞれが１つの区分に該当します。
　 複数の区分に該当する場合は、希望する区分いずれかのみが適用されます。

多子世帯（※） 上記７に該当しない１８歳未満のきょうだいが１名以上ある世帯 1

特定教育・保育施設、地域型保育事業、新制度未移行幼稚園、企業主導型保育事業又は
本市の留守家庭児童会で保育に携わる者として就労時間が月１６０時間以上

18

15 15

令和７年１１月１日時点で本市の地域型保育事業及び０～２歳児までの保育所に在園し、
令和８年３月３１日に卒園する子どもが、引き続き市内認可保育施設の利用を希望する場合

月間１２０時間以上就労予定 12 12

8
地域型保育事業等

の卒園児
15

2

７ 求職活動中

採
用
予
定

月間１６０時間以上就労予定 20 20

月間１４０時間以上就労予定 16 16

きょうだいの
施設利用

きょうだい３名以上が特定教育・保育施設、地域型保育事業、新制度未移行幼稚園又は
企業主導型保育事業を利用もしくは申込みしている（申請に係る子どもを含む）

3

その他証明区分で親族居宅に避難し、復旧に従事 10 10

ボランティアとして月１６日間以上の災害復旧作業に従事

特定教育・保育施設、地域型保育事業、新制度未移行幼稚園、企業主導型保育事業又は
本市の留守家庭児童会で保育に携わる者として就労時間が月１２０時間以上

10

きょうだい２名が特定教育・保育施設、地域型保育事業、新制度未移行幼稚園又は
企業主導型保育事業を利用もしくは申込みしている（申請に係る子どもを含む）６

震災・風水害等、
災害復旧

罹災証明等が全壊・全焼で市内に単世帯で避難し、復旧に従事 18
６

５ 介護・看護

同居の親族を自宅で常態的に介護・看護している 14 14 各障害者手帳３級以下、療育手帳Ｂ相当の交付がある

長期入院等をしている親族を常態的に介護・看護している 12 12

申請に係る子どもに
障がいがある世帯

身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ相当、精神障害者保健福祉手帳１・２級のいずれか又
は複数の交付がある身体障害者手帳４～６級、精神障害者保健福祉手帳３級の認定がある 25 25

障
が
い

４

３

5

生計中心者の失業に
より就労が必要（生
活保護世帯を除く）

雇用保険受給資格が特定受給資格者又は特定理由離職者と判定されている

3

6

その他、医師が「保育できない」と診断する場合

1

それ以外で本市家庭児童相談室、警察署、ＤＶセンター等と相談中又は市外の担当と相談
中であることが確認できる場合

2
身体障害者手帳１・２級、精神障害者保健福祉手帳１級、療育手帳Ａの認定がある 40 40

身体障害者手帳３級、精神障害者保健福祉手帳２級、療育手帳Bの認定がある 36 36

５

１か月以上の通院加療を行い、自宅で安静を要する状態である場合 25 25

４
虐待・ＤＶのおそれが

ある世帯

裁判所から保護命令、接近禁止命令等の発令が確認できる場合

15 15

3

2

1

月間６４時間以上 17 17

上記以外の場合１か月以上の入院をしている又は１か月以上の入院が決定している場合 40 40

指数合計
（A+B+C)

世帯の状況 指数

配偶者と離婚が成立しているかつ実態として同居しておらず、それを確認できる証明書類の
提出がある場合

ひとり親世帯 42

配偶者と離婚協議中でその配偶者分の証明書類が提出できない場合
2 2

就
労
時
間

32

市外への単身赴任にて就労中（予定） 2 2

基本指数表 調整指数表

区分 保護者の状況 保護者（父） 保護者（母） 区分

１
就労

（法人が営む事業
に従事する者）

30

月間１２０時間以上 28

月間１６０時間以上

28

3

その他会社（事業所）都合での離職と確認できる第三者が発行する書類がある

30

令和８年度（2026年度）京田辺市保育所等利用選考基準表

生活保護受給証明の提出があり、かつ生活保護担当課やハローワークの就労支援事業に
参加している

妊娠中・出産

１
月間１００時間以上 30 30

月間６４時間以上 25 25

40 40

38 38

月間１２０時間以上 36 36

月間１４０時間以上

市外への単身赴任にて就労中（予定）

32

２ 生活保護世帯

22 22
２

上記区分1以外で
就労

（主に個人事業等
に従事する者）

就
労
時
間

月間１６０時間以上

月間１００時間以上

月間１４０時間以上

（切迫流産等の入通院は疾病の扱い）

それ以外

就学内定または職業訓練校に入校予定である

疾
病

上記以外で親族の介護・看護を常態としている 10

疾病・障がい

5

８ 就学

18



保護者の月間就労日数がより多い場合　※就労日数の少ない保護者で比較

障がい児（者）と同居している世帯

○補正指数区分８・９については、保護者単位で該当する項目の指数を合算します。
補正指数

○複数の要件にあてはまる場合、優先度が高い要件で比較します。

９ 保護者の不在時間（保育できない時間）がより長い場合　※通勤時間含む

８

７ 基本指数の高い世帯（補正指数表区分８・９を含む。）

４

５ 養育している就学前の子どもの人数が多い世帯

優先比較項目表

区分 要　件

１４

５
特定教育・保育施設、地域型保育事業、新制度未移行幼稚園又は企業主導型保育事業
（企業枠含む）　を利用している又は優先的に利用できる場合

基本指数表の区分２に該当する事業に従事し、就労証明書に加えて事業の概要が確認
できる書類および継続的に働いていることが確認できる書類の提出がある場合

７

低

＋６

＋２

＋８

優先度

高

補正指数表

区分 補正項目

６ 養育している１８歳未満の子どもの人数が多い世帯

－１

－５

－３５

－３５

３ 保育料又は給食費の滞納がない世帯

ひとり親世帯

指数

１

１
保護者が市内特定教育・保育施設、地域型保育事業、新制度未移行幼稚園又は企業主導型保育事業で保
育士等として就労中又はその予定である世帯

２ 虐待・ＤＶによるケースの世帯又はそのおそれにある世帯

同居する１８歳以上６５歳未満の就学中ではない世帯員が、無職かつ疾病、障がいがない
状態である場合

同居する未就学のきょうだいに申込みがなく、そのきょうだいがどこの施設にも在籍していな
い場合（生後５７日に満たない場合や疾病・障がいを除く）

２

１１ 利用希望する施設にすでにきょうだいが在園している又は同時に申込みしている世帯

１２ 同居する親族がない世帯

６

－５

全体の指数合計
に０を乗じる

１０ 調整指数の高い世帯

９ 保護者が内職に従事している場合

１０

「令和８年度保育所等入所申込書兼教育・保育給付認定申請書（２号・３号）」の「⑦育児休
業の延長を許容できる人の利用調整について」の項目で「希望する保育施設に入所できな
い場合は、育児休業も許容できる。」にチェック（☑）がある場合
※調整の結果入所となる可能性があります

１５ その他、市が優先すべきと判断する世帯

８

１３ 保護者のいずれかが１８歳未満の世帯

すでに市内認可保育施設（認定こども園の１号部分を含む）を別々に利用する２名以上の
きょうだいがあり、いずれかが在園する保育施設へ転所を希望する場合

○指数の合計が同じであった場合、優先比較項目の要件を勘案し優先度を判断します。

○補正指数区分１～７については、世帯単位で該当する項目の指数を合算します。

きょうだいが在園する保育施設（認定こども園の１号部分を含む）を第一希望として新規に
入所申込みをしている場合（同施設内での異動は除く）

４

３ 正当な理由なく、世帯で保育料又は給食費の滞納がある場合（申込日時点）

－５

令和８年度の申込みにおいて施設の利用内定を受けたが、自己都合により辞退したことがある
場合

-
3
６
-


